
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

発日勅・奏抄事項と論奏事項

坂上, 康俊
九州大学大学院人文科学研究院歴史学部門日本史学 : 教授 : 奈良平安時代史

https://doi.org/10.15017/1133

出版情報：史淵. 138, pp.1-17, 2001-03-30. 九州大学大学院人文科学研究院
バージョン：
権利関係：



発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

坂

上

康

俊

は
じ
め
に

　
唐
六
典
巻
毛
中
書
省
中
書
令
の
項
に
は
、
「
凡
奇
言
之
制
有
レ
七
」
と
し
て
、
冊
書
以
下
七
種
の
勅
命
下
達
文
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
四
番
目
に
発
日
勅
が
あ
り
、
「
増
二
減
官
員
ハ
品
玉
置
州
県
（
徴
二
発
兵
馬
ハ
除
二
免
官
爵
口
授
一
・
六
品
詞
下
官
ハ
処
二
流
已
上
罪
ハ

用
二
庫
物
五
百
段
・
銭
二
百
千
・
不
覚
五
百
石
・
奴
碑
二
十
人
・
馬
五
十
疋
・
牛
五
十
頭
・
羊
五
百
口
已
上
ハ
則
用
レ
之
」
と
、
発
日

勅
で
も
っ
て
発
令
さ
れ
る
案
件
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
案
件
を
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
発
日
勅
事
項
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
一
方
、
同
書
巻
八
門
下
省
侍
中
の
項
に
は
、
「
凡
下
之
通
二
干
上
ハ
規
制
有
レ
六
」
と
し
て
、
奏
抄
以
下
六
種
の
上
申
文
書
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
の
奏
抄
に
つ
い
て
は
、
「
祭
祀
、
支
二
度
国
用
ハ
授
二
六
品
已
下
官
ハ
断
二
流
已
上
罪
及
除
免
官
当
一
者
、
並
為
二

奏
抄
こ
と
、
奏
抄
で
も
っ
て
皇
帝
に
上
申
さ
れ
る
案
件
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
案
件
を
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
奏
抄
事
項
」

と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
発
日
勅
・
書
画
の
両
事
項
に
つ
い
て
の
理
解
が
日
本
古
代
史
の
方
で
も
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
両
事
項
が
、
養
老
令
の
公
式
令

3
論
題
式
条
に
、
論
奏
を
用
い
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
「
大
祭
祀
、
支
二
度
国
用
ハ
増
二
減
官
員
ハ

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項
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発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

断
二
流
罪
以
上
及
除
名
ハ
廃
二
置
国
郡
（
差
二
発
兵
馬
一
百
匹
以
上
ハ
用
二
蔵
物
五
百
端
以
上
・
銭
二
百
貫
以
上
・
倉
糧
五
百
石
以
上
・

奴
碑
廿
人
以
上
・
馬
五
十
匹
以
上
・
牛
五
十
頭
以
上
ハ
若
勅
授
二
丁
レ
授
二
五
位
以
上
（
及
律
令
外
慶
応
レ
奏
」
（
こ
れ
を
仮
に
論
奏
事

項
と
呼
ん
で
お
く
）
と
、
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
明
ら
か
に
論
奏
事
項
の
規
定
は
、
唐
の
発
日
勅
・
奏
抄
事
項
を
下

敷
き
に
し
て
作
文
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、

　
　
第
一
、
「
王
言
」
で
あ
る
発
日
勅
と
、
上
申
文
書
で
あ
る
聖
母
を
用
い
る
事
項
を
、
養
老
令
で
は
、
上
申
文
書
で
あ
る
論
奏
の
事

　
　
　
　
項
に
一
括
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
、

　
　
第
二
、
論
奏
事
項
は
、
発
日
勅
・
奏
抄
事
項
を
下
敷
き
に
は
し
て
い
て
も
、
熔
岩
で
字
句
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
ど
う

　
　
　
　
考
え
る
か
、

　
　
第
三
、
論
奏
事
項
が
大
宝
令
と
養
老
令
と
で
大
き
く
違
っ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
、

と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
、
都
合
大
き
く
言
え
ば
三
つ
の
切
り
口
を
通
じ
て
、
日
本
律
令
国
家
に
お
け
る
天
皇
と
太
政
官
の
関
係
を

考
え
る
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
い
う
の
が
、
発
日
勅
・
奏
抄
・
潮
脚
の
事
項
に
か
ら
む
研
究
史
を
形
作
っ
て
き
た
。

　
こ
の
う
ち
、
従
来
の
研
究
の
中
心
は
第
一
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
基
礎
的
な
事
実
の
確
認
と
い
う
意
味

で
、
従
来
曖
昧
な
ま
ま
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
観
の
あ
る
第
二
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、

第
三
・
第
一
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

第
一
節
奏
抄
事
項
の
性
格

　
唐
の
発
日
勅
事
項
・
奏
抄
事
項
と
日
本
養
老
令
の
論
壇
事
項
と
を
対
比
・
検
討
し
た
石
母
田
正
氏
は
、
日
本
の
論
奏
事
項
に
唐
の

発
日
勅
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
唐
で
は
皇
帝
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
も
の
が
日
本
で
は
太
政
官
に
大
き
く



委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
見
て
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
「
そ
れ
だ
け
太
政
官
の
奏
上
に
よ
る
べ
き
事
項
は
広
汎
と
な
っ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
君
主
権
に
た
い
す
る
制
約
も
、
形
式
上
、
よ
り
強
化
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
た
。
こ
れ
が
、
本
稿

が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
の
、
日
唐
両
省
の
比
較
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
が
、
石
母
田
氏
自
身
は
、
厳
密
に

三
つ
の
事
項
を
対
照
さ
せ
た
表
を
提
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
石
母
田
氏
の
問
題
提
起
を
受
け
て
両
令
の
字
句
の
対
応
関
係
を
明
示
し
た
の
は
早
川
庄
八
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
ろ
こ

も
の
で
あ
る
。

表
1養

老
令
規
定
の
論
奏
事
項

復
原
し
う
る
大
宝
令
の
字
句

唐
、

（
1
）
大
祭
祀

「
大
祭
祀
」

（
2
）
　
支
度
国
用

「
支
度
国
用
」

（
3
）
　
増
減
官
員

（
古
記
な
し
）

増
減
官
員

（
4
）
　
断
流
罪
以
上
及
除
名

「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」

処
流
已
上
罪

（
5
）
廃
置
国
郡

（
古
記
な
し
）

廃
置
州
県

（
6
）
　
差
発
兵
馬
一
百
匹
以
上

（
古
記
な
し
）

徴
発
兵
馬

（
7
）
　
用
蔵
物
五
百
端
以
上
…

（
古
記
な
し
）

用
庫
物
五
百

（
8
）
　
勅
授
外
応
授
五
位
以
上

「
授
五
位
以
上
」

授
六
品
以
下

（
9
）
律
令
外
議
応
奏

「
律
令
外
応
論
」

一
　
ト
　
E
　
　
　
　
　
i

発
日
勅

除
免
官
爵

　
　
　
唐
、
奏
抄
式

祭
祀

支
度
国
用

断
流
已
下
罪
及
除
免
官
当

授
六
品
以
下
官

　
こ
の
対
照
表
は
、

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

日
本
思
想
大
系
3
『
律
令
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
の
公
式
令
補
注
（
早
川
氏
執
筆
）
に
も
、
そ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ヨ
　

た
だ
、
奏
抄
事
項
の
「
断
流
已
下
罪
」
は
、
明
ら
か
に
「
当
流
已
上
罪
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

三



発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

四

の
本
稿
で
の
論
述
に
当
た
っ
て
は
、
「
断
流
已
上
罪
」
と
し
て
考
え
て
い
く
。

　
さ
て
、
こ
の
対
照
表
を
提
示
し
た
早
川
氏
は
、
石
母
田
氏
の
指
摘
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
天
皇
は
論
奏
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
し
、
ま
た
論
奏
事
項
に
唐
の
発
日
勅
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
養
老
令
の
時
で
あ
っ
て
、
大
宝
令
で
は
、
唐
の
奏

抄
事
項
を
引
き
写
し
た
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
新
し
い
指
摘
を
付
け
加
え
た
。

　
天
皇
が
論
奏
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
早
川
氏
の
主
張
に
対
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
多
く
の
批
判
が
寄

せ
ら
れ
、
論
理
的
に
も
実
態
的
に
も
成
立
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
宝
・
養
老
の
両
令
間
の
異
同
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
各
事
項
の
字
句
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
早
川
説
に
対
す
る
批
判
を
聞
か
ず
、
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
綿
密
に
対
応
関
係
を
考
え
て
い
く
と
、
日
唐
令
の
立
法
の
意
図
に
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
く
る
。
従
っ
て
、
単
純
に
君
主
権
の
大
小
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
の
は
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
り
、
か
え
っ
て
日
本
令
の
意
図
し

た
と
こ
ろ
を
見
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
す
ら
覚
え
る
。
そ
こ
で
以
下
の
叙
述
の
便
宜
の
た
め
に
、
発
日

勅
・
心
々
事
項
と
論
奏
事
項
と
の
字
句
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
の
私
案
を
予
め
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。



表
2養

老
令
規
定
の
論
奏
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
復
原
し
う
る
大
宝
令
の
字
句

唐
、
発
日
勅

唐
、
奏
抄
式

（
1
）
大
祭
祀

「
大
祭
祀
」

祭
祀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
「
　
　
　
一
　
　
茜
　
一
　
】

（
2
）
　
支
度
国
用

「
支
度
国
用
」

支
度
国
用

（
3
）
増
減
官
員

（
古
記
な
し
）

増
減
官
員

（
4
）
　
断
流
罪
以
上
及
除
名

「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」

断
流
已
上
町
尽
除
免
官
当

処
流
巳
上
罪
、
除
免
官
爵

（
5
）
　
廃
置
国
郡

（
古
記
な
し
）
　
　
　
噛
　
－
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
I
　
I
　
　
　
　
I
　
　
　
I
　
　
I
　
　
I
　
　
I
　
I
　
　
I
　
　
　
I
　
　
I
　
　
I
　
　
　
F
　
E
　
旨
　
　
－
　
I
　
I
　
　
　
I
　
I
　
　
I

廃
置
州
県

（
6
）
　
差
発
兵
馬
一
百
匹
以
上

（
古
記
な
し
）

徴
発
兵
馬
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
i
　
一
　
　
一
　
コ
　
　
一
　
　
　
－
　
I
　
　
　
　
I
　
I
　
I

（
7
）
　
用
蔵
物
五
百
端
以
上
：

（
古
記
な
し
）

用
庫
物
五
百
段
：
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
一
　
　
　
i
　
　
　
　
1
　
　
　
1

（
8
）
　
勅
授
外
応
授
五
位
以
上

「
授
五
位
以
上
」

授
六
品
巳
下
官
（
制
授
外
応
授
五
品
巳
上
）

授
六
品
已
下
官

（
9
）
律
令
外
議
応
奏

「
律
令
外
応
論
」

　
以
下
、
こ
の
表
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
日
唐
の
各
事
項
の
継
受
関
係
と
、
両
国
の
令
文
の
意
図
と
を
探
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
字

句
の
上
で
日
本
令
の
論
奏
事
項
の
字
句
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
、
唐
の
奏
抄
事
項
か
ら
検
討
し
て
み
る
。

　
唐
の
奏
抄
事
項
の
冒
頭
に
あ
る
「
祭
祀
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
永
和
令
の
祠
令
に
「
季
冬
晦
、
堂
贈
灘
（
中
略
）
将
預
前
一
日
、

所
司
奏
聞
」
（
『
唐
令
拾
遺
補
』
祠
早
年
二
二
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
年
中
恒
例
の
祭
祀
の
挙
行
に
つ
い
て
、
祭
祀
を
担

当
す
る
官
司
が
、
予
め
皇
帝
に
奏
上
し
裁
可
を
得
る
場
合
に
、
奏
抄
を
用
い
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
泰
山
で
の
封
禅
な
ど

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

五



発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

六

の
挙
行
そ
の
も
の
は
、
朝
集
使
や
公
卿
・
百
官
の
上
る
表
で
提
案
さ
れ
て
お
り
、
奏
抄
で
提
議
す
る
も
の
で
は
な
い
（
「
唐
会
要
』
巻

七
封
禅
な
ど
参
照
）
。
従
っ
て
無
韻
事
項
と
し
て
の
「
祭
祀
」
は
、
い
わ
ば
年
中
恒
例
の
祭
祀
を
実
行
す
る
に
当
た
っ
て
の
日
程
な
ど

細
か
な
次
第
に
つ
い
て
、
予
め
皇
帝
の
了
解
を
得
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
と
推
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
の
「
支
度
国
用
」
と
は
、
翌
年
度
の
予
算
案
を
尚
書
省
戸
部
の
一
部
局
で
あ
る
度
支
が
作
製
し
、
こ
れ
を
奏
上
し
て
皇
帝
の
裁

可
を
得
る
も
の
で
、
具
体
例
と
し
て
吐
魯
番
文
書
の
中
に
儀
鳳
三
年
の
本
曇
奏
抄
（
儀
鳳
四
年
度
の
予
算
案
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
毎
年
一
〇
月
末
に
奏
上
さ
れ
る
恒
例
の
案
件
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

　
「
授
六
品
已
下
官
」
と
い
う
の
は
、
毎
年
孟
冬
か
ら
季
春
に
か
け
て
、
尚
書
省
の
吏
部
（
武
官
は
兵
部
）
が
六
品
以
下
の
人
事
案

を
策
定
し
、
こ
れ
に
皇
帝
の
裁
可
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
奏
抄
が
裁
可
さ
れ
る
と
、
奏
授
告
身
が
出
来
上
が
る
。
こ
の

件
に
お
け
る
園
部
の
権
限
は
、
一
人
一
人
の
官
人
の
任
官
先
を
決
め
て
い
く
も
の
で
、
極
め
て
独
立
確
固
た
る
も
の
が
あ
り
、
更
に

門
下
省
の
審
査
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
相
対
的
に
は
中
下
級
官
人
の
人
事
な
の
で
、
皇
帝
は
原
則
的
に
こ
の
案
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
「
断
流
已
上
罪
及
除
免
本
当
」
と
い
う
の
は
、
諸
州
や
大
理
寺
の
作
っ
た
獄
案
（
判
決
文
）
に
よ
っ
て
、
死
刑
・
流
刑
と
い
っ
た

刑
、
除
名
・
免
官
・
髄
質
居
官
と
い
っ
た
付
加
刑
、
官
当
と
い
う
換
刑
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
者
に
つ
い
て
、
尚
書
省
の
刑
部

が
覆
審
し
、
尚
書
都
省
及
び
門
下
省
の
官
人
の
署
名
を
得
て
皇
帝
の
最
終
判
断
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。
「
断
」
と
い
う
の
は
実
質
的
裁

定
行
為
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
砂
船
事
項
は
、
す
べ
て
予
め
担
当
す
る
官
司
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
官
司
の
職
務
権
限
に
も
と

づ
き
立
案
さ
れ
た
も
の
が
、
年
中
行
事
的
に
奏
上
さ
れ
る
も
の
と
見
て
良
い
こ
と
に
な
る
。
奏
上
の
際
に
一
応
門
下
省
で
の
審
査
を

経
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
奏
抄
に
対
し
て
は
、
皇
帝
は
機
械
的
に
承
諾
の
サ
イ
ン
「
聞
」
を
記
す
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
発
日
勅
は
、
元
来
は
臨
時
的
な
性
質
の
事
項
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
官
僚
機
構
の
日
常
の
行
政
処
理
で
は
対
応
で

き
な
い
政
治
的
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
皇
帝
が
下
命
す
る
形
式
を
採
る
が
、



そ
の
詳
細
は
、
日
本
令
と
の
比
較
を
通
じ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
節
　
論
奏
事
項
の
性
格

　
唐
の
奏
抄
事
項
が
、
年
中
恒
例
の
案
件
に
つ
い
て
担
当
官
司
が
提
起
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
論

語
は
、
主
に
臨
時
的
な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
を
、
大
宝
令
の
注
釈
書
古
記
に
見
え
る
こ
と

か
ら
、
大
宝
令
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
実
な
事
項
の
検
討
か
ら
確
か
め
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
唐
の
雷
雲
に
た
だ
「
祭
祀
」
と
あ
る
の
を
、
「
大
祭
祀
」
（
大
宝
令
で
も
同
字
句
が
復
原
で
き
る
）
に
改
め
て
い
る
。
「
大
祭
祀
」

に
つ
い
て
令
集
解
諸
説
は
、
神
馬
令
1
0
即
位
条
の
天
神
地
祇
惣
祭
な
い
し
大
嘗
祭
及
び
臨
時
の
大
祭
を
指
す
と
し
て
い
る
。
天
神
地

祇
惣
祭
や
大
嘗
祭
は
、
天
皇
即
位
の
際
に
挙
行
さ
れ
る
も
の
で
、
勿
論
臨
時
の
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
大
嘗
祭
の
準
備
過
程
に
お
い
て
論
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
実
例
は
確
認
で
き
な
い
し
、
大
嘗
祭
の
実
施
要
領
を
記
し
た
式
条

な
ど
に
も
、
大
嘗
祭
の
挙
行
に
向
け
て
論
奏
が
必
要
だ
っ
た
と
す
る
片
鱗
は
見
え
な
い
。
従
っ
て
注
釈
は
「
大
祭
祀
」
の
字
句
に
と

ら
わ
れ
た
、
単
な
る
文
理
解
釈
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
つ
て
青
木
和
夫
氏
は
「
特
に
問
題
な
の
は
e
の
大
祭
祀
で
あ
る
。
大
祭

祀
に
は
大
嘗
祭
が
含
ま
れ
る
。
大
嘗
祭
は
天
皇
が
一
世
に
一
度
、
即
位
の
後
に
行
な
う
祭
で
、
こ
の
神
と
の
共
寝
共
食
の
祭
儀
を
済

ま
せ
な
い
と
天
皇
は
ま
だ
正
式
な
天
皇
と
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
大
切
な
祭
で
あ
る
。
と
す
る
と
太
政
官
会
議
は
皇

位
継
承
を
認
知
す
る
権
限
さ
え
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
が
、
大
嘗
祭
の
挙
行
に
太
政
官
の
提
議
が
必
須
で
あ
り
、

新
天
皇
の
認
知
に
こ
の
提
議
権
が
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
即
位

儀
礼
の
変
遷
、
特
に
践
詐
の
儀
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
、
神
璽
鏡
剣
な
る
レ
ガ
リ
ア
の
奉
上
に
よ
る
群
臣
の
推
戴
の
意
思
表
示
と

　
　
　
　
　
ダ
　

の
関
連
で
、
論
理
的
に
も
実
務
的
に
も
、
大
祭
祀
を
提
議
す
る
論
奏
と
の
関
連
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項
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発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

八

な
議
論
が
全
く
見
え
な
い
の
は
、
こ
の
論
奏
事
項
が
、
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
平
安
時
代
に
入
っ
て
の
国
忌
の
改
廃
は
、
通
常
論
奏
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

当
該
規
定
の
流
用
か
、
或
い
は
律
令
外
議
聴
官
の
規
定
に
則
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
の
「
支
度
国
用
」
（
大
宝
令
で
も
同
字
句
が
復
原
で
き
る
）
で
あ
る
が
、
日
本
の
民
部
省
・
主
計
寮
は
、
計
帳
に
も
と
づ
い
て
歳

入
見
積
も
り
を
作
製
す
る
も
の
の
、
予
算
案
を
作
製
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
歳
入
の
在
り
方
を
決
め
る
と
い
っ
た
、
唐
の
度
支
の

よ
う
な
機
能
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
論
虫
歯
の
支
度
国
用
も
、
令
集
解
諸
説
以
下
、
経
費
節
減
な
ど
の
消
極
的
か
つ
臨
時

の
提
案
（
例
え
ば
三
代
実
録
貞
観
一
一
年
七
月
二
日
条
）
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
（
大
宝
令
で
も
同
字
句
が
復
原
で
き
る
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
字
面
だ
け
と
れ
ば
唐
の
奏
抄
事
項

と
同
様
の
ご
と
く
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
確
か
に
平
安
時
代
の
実
例
に
よ
れ
ば
、
太
政
官
の
書
記
局
で
あ
る

外
記
が
、
刑
部
省
の
作
製
し
た
刑
部
省
年
終
断
罪
文
を
「
論
功
」
の
様
式
に
仕
立
て
、
こ
れ
に
参
議
以
上
の
議
政
官
が
位
署
を
据
え

て
奏
上
し
て
い
た
。
例
え
ば
三
代
実
録
の
仁
和
二
年
五
月
一
二
日
条
に
は
、
刑
部
省
断
罪
文
を
も
と
に
し
た
「
論
奏
」
に
異
議
の
あ

る
議
政
官
が
、
位
署
を
せ
ず
別
に
奏
上
文
を
作
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
論
評
」
は
様
式
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
議
政
官
の
全
員
一
致

が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
天
皇
が
個
人
的
な
奏
上
を
認
め
ず
、
結
局
位
署
が
強
制
さ
れ
、
論
奏
を
奏
上
さ
せ
た
と
い
う
記
事
を

載
せ
て
い
る
。
更
に
遡
っ
て
、
三
代
実
録
の
貞
観
二
年
八
一
〇
月
二
五
日
条
や
天
安
二
年
一
二
月
八
日
条
に
見
え
る
「
太
政
官
論
奏
」

も
、
同
様
に
刑
部
省
断
罪
文
を
論
奏
に
仕
立
て
た
も
の
と
見
ら
れ
、
ま
た
文
徳
実
録
仁
寿
元
年
一
二
月
二
五
日
条
の
「
太
政
官
奏
刑

部
省
断
罪
文
」
の
「
奏
」
も
奏
事
で
は
な
く
移
出
と
見
て
差
し
支
え
無
い
だ
ろ
う
。
こ
の
制
度
は
延
喜
太
政
官
式
に
、

　
　
凡
刑
部
省
所
レ
申
断
罪
文
者
、
造
二
二
通
の
十
月
四
日
進
二
弁
官
ハ
即
日
史
読
申
、
外
記
覆
櫛
歯
二
論
奏
⑩
廿
日
以
前
奏
聞
（
謂
、

　
　
流
罪
以
上
及
除
免
官
当
）
。
（
下
略
）

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。



　
と
こ
ろ
が
、
式
条
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
年
終
断
罪
文
を
仕
立
て
直
し
て
論
奏
さ
れ
た
の
は
、
養
老
獄
令
2
郡
言
条
や
唐
の
奏
抄

事
項
と
共
通
の
「
断
流
罪
以
上
及
除
免
事
書
」
で
あ
っ
て
、
公
式
令
の
論
奏
事
項
の
規
定
に
従
っ
た
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
で
は

な
い
。
実
は
、
前
奏
式
の
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
に
付
け
ら
れ
た
令
集
解
諸
説
は
、
獄
令
4
0
犯
罪
応
四
条
に
も
と
つ
く
太
政
官
特

別
裁
判
所
で
の
審
査
結
果
の
奏
上
に
論
奏
を
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
獄
令
2
墨
壷
条
に
も
と
づ
い
て
刑
部
省
や
諸
国
が
「
流
以
上
若

除
免
官
当
」
と
断
じ
た
案
件
を
、
太
政
官
が
按
覆
し
て
奏
上
す
る
場
合
に
は
、
観
望
で
は
な
く
奏
事
を
用
い
る
、
と
い
う
解
釈
で
一

貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
令
釈
・
跡
記
・
義
解
）
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
唐
の
奏
抄
事
項
の
「
着
流
已
上
論
及
除
免
官
当
」
と
、
養
老
獄
門
2
郡
決
条
の

「
断
流
以
上
若
除
免
官
当
」
と
は
、
ま
ず
同
文
と
み
て
よ
い
の
に
対
し
、
論
奏
事
項
は
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
養
老
二
黒
の
字
句
は
、
唐
獄
官
令
で
「
断
流
以
上
雷
除
免
官
当
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
（
『
唐
門
拾
遺
補
』
獄
官
令
二
）
、

そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
唐
の
世
帯
の
「
断
流
已
上
罪
及
除
免
官
設
」
は
、
名
例
話
の
議
・
請
・
減
な
ど
と
は
無
関
係
な
、

凡
人
を
も
含
め
た
通
常
の
流
以
上
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
を
と
る
と
い
う
意
味
で
、
獄
官
令
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
養
老
令
で
は
、
獄
令
で
は
「
垂
流
以
上
若
除
免
官
当
」
と
し
な
が
ら
、
蟹
隈
事
項
で
は
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
と
、
免
官
・

専
掌
居
官
は
と
も
か
く
、
官
府
と
い
う
官
人
に
と
っ
て
は
日
常
的
な
換
刑
を
除
外
し
、
そ
れ
だ
け
特
殊
な
事
案
に
対
応
す
る
よ
う
に
、

獄
令
2
郡
玉
条
と
は
切
り
離
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
立
法
意
図
は
、
法
条
の
解
釈
と
し
て
は
令
義
解
ま
で
維
持
・
意
識

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
養
老
令
の
論
奏
事
項
の
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
は
、
唐
と
は
異
な
っ
て
、
議
・
請
・

減
そ
の
他
、
特
殊
な
事
案
の
場
合
を
規
定
す
る
疑
惑
4
0
犯
罪
応
諾
条
と
の
み
対
応
す
る
の
が
元
来
の
令
意
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ

よ
う
。
つ
ま
り
刑
部
省
の
作
成
す
る
毎
年
恒
例
の
年
終
断
罪
文
と
、
論
奏
事
項
の
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
と
は
、
本
来
直
接
の
関

係
が
無
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
論
奏
は
諸
司
の
上
申
を
受
け
て
作
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

ま
た
こ
れ
は
様
式
と
も
対
応
し
て
い
る
。

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項
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発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

一
〇

　
本
来
語
弊
と
は
直
接
の
関
係
が
な
か
っ
た
刑
部
省
の
年
終
断
罪
文
が
、
先
掲
の
式
条
の
よ
う
に
怨
讐
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
が
い

つ
頃
か
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
先
掲
の
諸
賢
に
は
、
弘
延
」
の
馬
頭
注
記
が
あ
る
の
で
、
既
に
弘
仁
式
の
段
階
で
刑
部
省
断
罪

文
が
論
奏
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
従
っ
て
、
義
解
は
単
に
令
釈
・
跡
記
以
来
の
解
釈
を
踏
襲
し
た
だ
け
で
あ
っ

て
、
必
ず
し
も
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
奈
良
末
・
平
安
初
期
に
起
こ
っ
た
可
能
性
の
高
い
こ
の
変
化
の
原

因
・
経
過
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
成
案
を
得
て
い
な
い
。

　
最
後
に
「
勅
授
外
応
授
五
位
以
上
」
（
大
宝
令
文
と
し
て
復
原
可
能
な
の
は
「
授
五
位
以
上
」
に
限
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以

外
の
字
句
も
養
老
令
と
違
い
が
無
い
だ
ろ
う
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
実
は
こ
れ
は
不
思
議
な
規
定
で
、
実
行
手
続
き
を
全
く

考
慮
せ
ず
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
か
評
価
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
勅
授
外
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
に
則
っ
て
五
位
以

上
を
授
与
さ
れ
る
際
に
は
、
勅
授
位
記
式
を
用
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
と
い
っ
て
六
位
以
下
し
か
授
与
出
来
な
い
奏
授
位
記

を
授
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
実
際
に
論
奏
で
授
位
k
れ
た
例
は
史
料
上
に
は
見
え
な
い
。

　
こ
の
不
思
議
な
規
定
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
唐
の
勅
授
を
考
え
る
と
疑
問
が
氷
解
す
る
。
唐
の
勅
授
、
即
ち
発
口
勅
を
以
て
す
る

任
官
の
対
象
は
、
唐
六
典
巻
町
に
は
た
だ
「
授
六
品
已
下
官
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
甚
だ
し
い
取
意
文
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

厳
密
に
は
、
左
の
よ
う
に
通
典
巻
一
五
選
挙
三
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
六
品
以
下
守
五
品
以
上
、
夏
干
五
品
以
上
、
皆
勅
授
。
縫
製
・
勅
授
油
蝉
拝
、
皆
宰
司
進
擬
。
自
・
六
品
・
以
下
、
旨
授
。
（
中
略
）

　
　
凡
旨
授
官
、
悉
由
二
於
尚
書
（
文
官
属
二
吏
二
軸
武
官
属
二
兵
部
ハ
謂
二
之
鐙
選
の
唯
員
外
郎
・
御
史
、
及
供
奉
之
官
、
則
否
。
（
供

　
　
奉
上
、
若
二
起
居
・
補
閾
・
拾
遺
一
之
類
、
二
二
是
六
品
以
下
官
（
而
皆
勅
授
、
不
属
一
選
司
ゆ
開
元
四
年
、
始
有
二
此
制
一
。
）

　
右
の
注
の
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
開
元
四
年
以
降
は
、
員
外
郎
や
御
史
に
加
え
て
、
起
居
・
温
熱
・
拾
遺
ら
が
勅
授
の
対
象

に
な
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
通
典
の
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
散
官
六
品
以
下
の
官
人
に
五
品
以
上
の
職
事
官
を
授
け
る
場
合
に
勅
授

の
手
続
き
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
勅
授
で
任
官
さ
れ
る
対
象
を
簡
単
に
表
記
す
れ
ば
「
野
蒜
外
応
授
五
品
已
上
」



と
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
唐
公
式
令
の
集
魚
告
身
式
を
日
本
で
は
勅
授
位
記
式
と
翻
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、
唐
の
「
制
授
」
は
、
一
般
的
に
言

え
ば
日
本
で
は
「
勅
授
」
と
翻
訳
さ
れ
る
。
こ
の
や
り
方
を
適
用
し
て
、
勅
授
に
関
す
る
唐
の
「
踊
子
外
応
授
五
品
已
上
」
と
い
う

規
定
を
日
本
令
の
用
語
に
直
せ
ば
「
勅
授
外
応
授
五
位
以
上
」
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
論
奏
事
項
は
、
唐
の
発
日
勅
事
項
を
単
純
に

日
本
令
用
語
に
翻
訳
し
た
結
果
出
来
上
が
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
日
本
に
は
唐
の
勅
授
に
対
応
す
る
任
官
区
分
は
設
け
ら
れ
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
日
勅
事
項
に
あ
る
勅
授
の
規
定
を
単
純
に
翻
訳
し
て
論
奏
事
項
に
入
れ
た
こ
と
が
、
位
記
の
問
題
や
、

結
局
の
と
こ
ろ
何
授
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
原
因
と
考
え
て
良
い
。
そ
う
い
っ
た
問
題
が
生
じ

て
し
ま
う
筈
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
が
集
解
諸
説
に
も
見
え
ず
、
ま
た
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
実
例
を

持
た
な
い
の
は
、
こ
の
規
定
が
単
純
な
翻
訳
に
由
来
し
、
現
実
性
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
「
勅
授
外
応
否
五
位
以
上
」
の
立
項
経
緯
が
右
の
よ
う
に
説
明
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
早
川
庄
八
氏
の
よ
う
に
（
口
本
思
想

大
系
『
律
令
』
公
式
令
補
注
、
六
四
三
頁
）
、
「
勅
授
外
応
授
五
位
以
上
」
事
項
の
存
在
か
ら
、
こ
の
面
で
太
政
官
が
天
皇
大
権
に
介

入
し
え
た
こ
と
を
読
み
と
れ
る
と
い
う
主
張
が
成
り
立
た
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
事
項
が
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」

と
と
も
に
「
事
項
の
性
質
と
し
て
は
、
唐
で
は
発
日
勅
と
奏
抄
式
と
に
ま
た
が
る
事
項
で
あ
っ
た
」
と
す
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ

と
も
言
を
ま
た
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
唐
の
「
制
授
外
貨
授
五
品
以
上
」
は
、
奏
抄
と
は
全
く
無
関
係
の
純
然
た
る
発
日
勅
事
項
な

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
宝
令
の
雨
量
（
論
事
奏
）
事
項
の
中
に
、
唐
の
奏
抄
事
項
と
は
無
関
係
の
二
目
勅
事
項
が
確
実
に
含

ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
上
、
日
本
令
の
論
奏
事
項
の
う
ち
、
大
宝
令
で
も
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
も
の
四
項
に
つ
い
て
逐
一
検
討
を
加
え
て

き
た
。
そ
の
結
果
こ
れ
ら
の
諸
事
項
は
、
一
見
す
れ
ば
唐
の
扇
面
事
項
を
引
き
写
し
た
か
に
見
え
る
が
、
「
支
度
国
用
」
は
そ
の
内
容

が
異
な
り
、
「
大
祭
祀
」
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
は
、
唐
の
奏
抄
事
項
の
「
祭
祀
」
「
論
壇
已
上
若
除
免
官
当
」
を
微
妙
に
修
正
す
る

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項



発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

こ
と
に
よ
っ
て
意
義
を
違
え
、
以
上
三
項
い
ず
れ
も
唐
の
よ
う
に
年
中
恒
例
の
案
件
で
は
な
く
、
臨
時
の
案
件
に
限
ろ
う
と
し
て
い

る
こ
と
、
ま
た
「
勅
授
適
応
授
五
位
以
上
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
の
も
と
は
唐
の
発
日
勅
事
項
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
取

り
立
て
て
は
述
べ
な
か
っ
た
が
、
机
上
の
空
論
と
も
言
え
る
「
勅
授
外
応
授
五
位
以
上
」
規
定
が
、
日
本
で
年
中
恒
例
の
も
の
と
し

て
意
図
さ
れ
て
い
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
以
上
の
概
括
は
、
い
ず
れ
も
大
宝
令
の
編
纂
の
時
点
ま
で
遡
っ
て
考
え
て

よ
い
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
の
う
ち
、
大
宝
・
養
老
の
論
奏
事
項
の
中
に
は
、
唐
の
奏
抄
事
項
と
は
無
関
係
の
、
純
然
た
る
発

日
勅
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
大
宝
令
の
注
釈
書
古
記
に
見
え
て
い
な
い
事
項
は
唐
の
発
日
勅
事
項
と
共
通
し
、
こ
れ

は
養
老
令
で
附
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
早
川
庄
八
氏
の
提
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

確
か
に
養
老
令
の
蟹
田
事
項
の
う
ち
「
増
減
官
員
」
「
廃
置
国
郡
」
「
差
発
兵
馬
一
百
匹
以
上
」
「
用
蔵
物
五
百
端
云
々
」
に
つ
い
て
は
、

令
集
解
古
記
が
沈
黙
し
て
お
り
、
大
宝
令
文
の
存
否
を
確
認
す
る
す
べ
が
無
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
唐
の
奏
抄
事
項
で
は
な

く
発
日
勅
事
項
を
も
と
に
作
文
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
早
川
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
古
記
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て

条
文
や
字
句
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
。
む
し
ろ
日
本
で
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
「
制
式
外
応
授
五
品
已

上
」
の
規
定
ま
で
発
日
勅
か
ら
引
き
写
し
て
大
宝
令
の
論
奏
（
論
事
奏
）
事
項
に
入
れ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
他
の
日
本
で
も
起

こ
り
う
る
「
増
減
官
員
」
以
下
の
諸
項
に
つ
い
て
も
、
大
宝
の
公
式
令
に
論
奏
（
論
事
奏
）
事
項
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
方
が
自
然
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
良
け
れ
ば
、
戸
倉
（
論
事
事
）
の
方
式
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
出
羽
国
設
置
（
続
日
本
紀
和
銅
五
年
九
月

己
丑
〈
二
三
日
〉
条
）
を
、
大
宝
令
に
あ
っ
た
「
律
令
響
応
論
」
の
項
目
の
適
用
と
無
理
に
解
釈
す
る
必
要
は
無
く
、
大
宝
令
に
も

存
在
し
た
可
能
性
の
出
て
き
た
「
廃
置
国
郡
」
の
適
用
例
と
考
え
る
方
が
無
理
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
様
に
直
講
四
人
・

律
学
博
士
二
人
な
ど
を
新
設
し
た
天
平
二
年
三
月
二
七
日
論
奏
（
職
員
令
集
解
大
学
寮
条
・
同
陰
陽
寮
条
・
同
典
薬
寮
条
及
び
弘
仁



格
抄
巻
三
）
も
、
敢
え
て
養
老
令
で
新
設
さ
れ
た
「
増
減
官
員
」
の
先
行
適
用
と
考
え
る
必
要
は
無
く
な
る
。
古
記
が
注
釈
を
付
け

な
い
事
項
の
中
に
唐
の
発
日
勅
事
項
が
多
い
の
は
、
単
に
そ
れ
ら
の
事
項
は
元
来
臨
時
的
な
も
の
で
字
義
が
明
快
で
あ
り
、
解
釈
に

異
説
が
入
り
込
む
余
地
が
少
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
節
論
奏
事
項
列
挙
の
意
味

　
さ
て
こ
の
論
奏
事
項
の
列
挙
の
意
味
で
あ
る
が
、
唐
の
発
日
勅
は
皇
帝
が
発
案
す
る
「
王
言
」
の
一
つ
で
あ
る
の
に
、
日
本
の
公

式
令
で
は
、
唐
の
発
日
勅
事
項
を
も
臣
下
が
発
案
す
る
明
車
事
項
に
含
め
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
日
本
の
太
政
官
は
、
天
皇
に
対

し
て
強
い
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
石
母
田
・
早
川
両
氏
の
見
解
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。
果
た
し
て
こ
の
見
解
は

妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
両
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
天
皇
が
準
準
を
拒
否
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
な
い
以
上
、
幾
ら
太
政
官
が
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奏
事
項
を
盛
り
だ
く
さ
ん
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
大
し
た
意
味
が
な
い
、
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
が
基
本
的
に
は
妥
当
で
あ

る
こ
と
は
、
日
本
の
重
奏
事
項
に
「
律
令
外
議
応
奏
」
（
大
宝
令
で
は
「
律
令
外
応
論
」
）
と
い
う
項
目
が
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
こ
の
項
目
は
、
日
本
で
独
自
に
考
案
さ
れ
た
た
め
か
、
規
定
と
し
て
は
舌
足
ら
ず
の
観
は
あ
る

が
、
要
す
る
に
律
令
の
条
文
（
最
も
直
接
的
に
は
、
右
に
掲
げ
た
「
論
奏
事
項
」
）
以
外
で
も
、
何
か
問
題
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
こ
の

粛
啓
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
天
皇
に
奏
上
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
事
を
意
味
し
よ
う
。
と
な
る
と
、
右
に
掲
げ
た
論
評
事
項
は
、

い
わ
ば
こ
の
程
度
の
こ
と
は
臣
下
の
方
か
ら
奏
上
出
来
る
と
い
う
例
示
と
い
っ
た
も
の
と
理
解
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
そ
も
そ
も
す
べ
て
を
臨
時
の
案
件
と
し
て
考
案
さ
れ
た
論
罪
事
項
の
背
後
に
は
、
唐
の
奏
抄
事
項
の
場
合
と
は
異
な
り
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
奏
上
案
文
を
作
製
す
る
機
構
的
な
裏
付
け
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
令
文
作
製
の
時
点
で
、
当
該
事
項
を

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

＝
二



発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

…
四

論
奏
事
項
と
し
て
列
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
主
体
的
か
つ
積
極
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
い
わ
ば
重
要

そ
う
な
案
件
を
列
挙
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
唐
の
奏
抄
と
発
日
勅
の
案
件
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
て
↓
応
の
目
安
と
は
し
て
み
た
が
、

そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
令
文
作
成
の
段
階
で
は
、
太
政
官
が
最
重
要
案

件
と
し
て
奏
上
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
唐
の
奏
抄
・
発
日
勅
事
項
で
は
な
い
重
要
案
件
、
例
え
ば
後
世
土
定
と
い
っ
た
公
卿
の
合
議

に
諮
ら
れ
る
外
交
問
題
（
帰
化
・
放
鳥
・
開
戦
な
ど
）
や
、
群
臣
の
推
戴
の
伝
統
と
の
関
連
が
あ
り
得
る
立
太
子
や
立
后
な
ど
の
事

項
を
、
独
自
に
組
み
込
も
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
、
最
初
か
ら
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
論
奏
事
項
の
背
後
に
は
何
ら
か
の
伝
統
が
存
在
し
た
様
子
が
全
く
窺
え
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

　
一
方
天
皇
は
、
様
式
の
上
で
は
自
ら
「
聞
」
と
記
す
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
天
皇
が
論
奏
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
が
か
つ
て
早
川
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
日
本
令
の
こ
の
様
式
が
、

唐
で
官
僚
機
構
に
任
せ
て
あ
る
決
ま
り
切
っ
た
日
常
実
務
に
つ
い
て
、
皇
帝
が
最
終
の
確
認
の
意
味
で
機
械
的
に
裁
可
を
す
る
年
中

行
事
的
・
事
務
処
理
的
性
質
を
持
つ
唐
の
奏
抄
の
様
式
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
た
め
に
生
じ
た
字
句
で
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
の
実
態

に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
論
奏
に
対
し
て
奈
良
時
代
前
半
の
天
皇
は
口
頭
で
意
思
を
伝
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
及
び
唐
に
は
無

い
日
本
独
自
の
奏
上
文
書
の
様
式
で
あ
る
奏
事
・
記
号
の
規
定
で
は
、
天
皇
が
口
頭
で
意
思
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
論
奏
事
項
が
先
述
の
よ
う
に
基
本
的
に
臨
時
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
の
奏
上
の
よ
う
に
機
械
的
に
承
知
す
る
訳
に
は

い
か
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
論
奏
を
拒
否
あ
る
い
は
修
正
し
て
裁
可
し
た
例
は
史
料
に
頻
弔
す
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
で
奏
上
案
件
の
中
に
唐
の
邸
宅
事
項
を
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
天
皇
を
主
体
と
す
る
法
定
立
行
為
の
実
務
部

分
を
、
よ
り
多
く
太
政
官
に
委
ね
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
り
、
太
政
官
を
構
成
す
る
貴
族
官
僚
た

ち
に
は
、
唐
の
案
件
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
自
ら
の
必
要
に
応
じ
て
新
た
に
事
項
を
盛
り
込
む
ほ
ど
の
主
体
性
を
発
揮
で
き
な
か
っ

た
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
支
度
国
用
」
の
実
質
や
、
「
勅
授
外
応
授
五
位
以
上
」
の
立
項
経
緯
を
考
え
れ
ば
、



ど
こ
ま
で
深
く
検
討
さ
れ
た
う
え
で
論
奏
事
項
が
定
め
ら
れ
た
か
、
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
な
お
、
貴
族
官
僚
が
全
員
一
致
し
て
君
主
に
対
し
て
一
つ
の
意
見
を
具
申
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
唐
で
は
朝
議
（
百
官
議
・
公
卿

議
・
宰
相
議
な
ど
）
に
お
い
て
偶
々
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
他
に
、
全
会
一
致
を
原
則
と
し
た
宰
相
会
議
の
あ
り
方
が
参
照

さ
れ
る
。
前
掲
の
挿
薬
で
は
、
制
帽
・
勅
授
と
冊
拝
は
皆
宰
司
の
進
擬
、
つ
ま
り
宰
相
会
議
で
案
を
決
め
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
を
素
直
に
解
す
れ
ば
、
唐
の
宰
司
（
中
書
門
下
）
は
、
日
本
の
太
政
官
よ
り
遙
か
に
強
大
な
人
事
提
案
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
皇
帝
が
こ
れ
に
活
量
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
よ
る
と
し
か
言
え
ま
い
。

と
す
れ
ば
、
君
主
の
輔
弼
機
関
と
し
て
の
日
本
の
太
政
官
と
唐
の
中
書
門
下
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
よ
り
君
主
を
禦
賦
し
え
た
か
と
い

う
議
論
を
、
制
度
の
観
点
か
ら
論
じ
て
も
、
意
味
の
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
天
皇
に
対
す
る
最
も
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
奏
上
の
様
式
の
雛
形
と
し
て
唐
の
鰻
重
式
を
採
用
し
た
結
果
、
一
見
全
員
一
致
し

た
貴
族
官
僚
対
天
皇
と
い
う
政
治
状
況
が
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
上
意
下
達
文
書
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
詔
書
が
、

第
二
番
目
の
勅
旨
に
比
し
て
極
端
に
唐
の
令
文
に
近
い
こ
と
を
考
え
た
時
、
下
意
上
申
文
書
の
筆
頭
と
し
て
立
条
さ
れ
た
論
奏
式
の

様
式
が
、
唐
の
事
項
式
に
極
め
て
近
く
、
ま
た
論
奏
事
項
が
、
結
局
は
唐
の
奏
抄
事
項
と
発
日
勅
事
項
と
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
た
臨

時
の
案
件
に
限
ら
れ
た
の
は
、
元
来
太
政
官
を
構
成
す
る
貴
族
官
僚
が
、
自
ら
を
発
案
の
主
体
と
し
て
全
会
一
致
で
天
皇
に
一
案
を

提
起
す
る
こ
と
自
体
が
、
伝
統
と
し
て
根
付
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
唐
の
発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
日
本
の
論
奏
事
項
と
の
内
容
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
が
列
挙
さ
れ
た
背

景
を
探
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
論
奏
事
項
は
、
本
来
臨
時
的
な
案
件
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
表
裏
の
関
係

発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項

一
五



　
　
　
　
発
日
勅
・
奏
抄
事
項
と
論
奏
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

で
制
度
的
な
裏
付
け
が
な
く
、
ま
た
論
奏
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
に
は
独
自
性
が
窺
え
ず
、
か
え
っ
て
唐
画
直
訳
に
由
来
す

る
破
綻
す
ら
見
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
合
議
体
と
し
て
の
太
政
官
（
議
政
官
）
の
あ
り
方
を
、
論
奏
の
様
式
や
事
項
か
ら
探
っ
て

い
く
こ
と
に
は
、
か
な
り
慎
重
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
「
律
令
外
議
応
奏
」
事
項
の
よ
う
に
、
唐

の
発
日
勅
・
奏
抄
事
項
を
列
挙
し
た
だ
け
で
は
機
能
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
で
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
が

あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
こ
こ
に
重
点
を
お
け
ば
、
立
法
者
の
意
図
と
し
て
、
論
奏
の
様
式
を
活
か
す
方
向
で
考
え
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
論
母
式
の
信
条
意
図
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
試
み
た
よ
う
な
唐
制
と
の
比
較
を
踏
ま
え
た
上
で
、

更
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）
　
石
母
田
正
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目
本
の
古
代
国
家
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岩
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書
店
、
］
九
七
一
年
）
二
三
二
頁
。

（
2
）
　
早
川
庄
八
「
律
令
制
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収
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五
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。
以
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早
川
説
の
論
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る
。
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内
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吉
「
唐
の
三
省
」
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国
法
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史
考
証
』
所
収
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一
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年
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九
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仲
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史
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「
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制
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特
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先
生
還
暦
記
念
会
編
『
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平
安
時
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史
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、
吉
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弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
。

（
6
）
　
公
式
令
任
授
官
位
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穴
記
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長
谷
山
彰
「
律
令
裁
判
制
度
に
お
け
る
太
政
官
覆
審
」
（
利
光
三
津
夫
・
長
谷
山
彰
『
新
裁
判
の
歴
史
』
所
収
、
成
文
堂
、

　
　
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
7
）
　
滋
賀
秀
三
「
訳
注
　
名
言
」
（
『
訳
注
日
本
律
令
』
第
五
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
）
九
五
頁
。

（
8
）
　
大
宝
令
の
復
原
は
、
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
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令
拾
遺
補
』
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東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
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七
年
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に
よ
る
。
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「
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国
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の
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力
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造
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日
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令
国
家
論
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所
収
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岩
波
書
店
、
一
九
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二
年
）
二
七
二
頁
。



（
1
0
）
　
柳
沼
千
枝
「
践
詐
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
六
三
号
、
一
九
九
二
年
）
。

（
1
1
）
芦
田
妙
美
「
平
安
時
代
に
お
け
る
論
奏
」
（
『
古
代
文
化
』
四
三
巻
＝
号
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
1
2
）
　
大
津
透
前
掲
論
文
。

（
1
3
）
　
「
勅
授
外
書
授
五
位
以
上
」
の
項
の
検
討
と
、
そ
の
結
果
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
書
評
　
虎
尾
達
哉
著
『
日
本
古
代
の
参
議
制
』
」
（
『
史
林
』

　
　
八
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
簡
単
に
骨
子
を
記
し
て
お
い
た
。

（
1
4
）
　
勅
授
の
方
式
で
任
命
さ
れ
る
官
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
内
藤
乾
吉
「
敦
捏
出
土
の
唐
騎
都
尉
前
身
告
身
」
（
前
掲
書
所
収
）
参
照
。

（
1
5
）
　
顕
著
な
例
と
し
て
は
、
古
記
の
不
存
在
を
も
っ
て
大
宝
令
で
の
条
文
の
不
存
在
が
推
測
さ
れ
て
き
た
田
令
1
6
桑
肉
醤
が
、
類
聚
三
代
格
に
収
め
る
官
符

　
　
に
引
用
さ
れ
た
天
平
二
年
の
格
に
よ
っ
て
、
大
宝
令
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
吉
村
武
彦
「
律
令
制
的
班
田
制

　
　
の
歴
史
的
前
提
に
つ
い
て
」
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
議
『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
置
三
一
三
頁
）
。
ま
た
早
川
氏

　
　
自
身
も
、
古
記
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
重
要
な
論
拠
の
一
つ
と
し
て
野
村
忠
夫
氏
が
提
唱
し
た
、
考
課
令
7
3
明
法
条
が
大
宝
令
の
官
仕
令
に
存
在
し
な

　
　
か
っ
た
と
す
る
説
に
対
し
、
そ
れ
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
精
緻
な
考
証
に
も
と
づ
い
て
主
張
し
て
い
る
（
「
奈
良
時
代
前
期
の
大
学
と
律
令
学
」
前
掲

　
　
書
所
収
、
四
〇
五
一
四
〇
九
頁
）
。

（
1
6
）
　
森
田
悌
「
太
政
官
制
と
摂
政
・
関
白
」
（
『
平
安
時
代
政
治
史
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
↓
九
七
八
年
）
三
七
頁
。

（
1
7
）
　
虎
尾
達
哉
「
初
期
参
議
の
職
掌
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
の
参
議
制
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
＝
八
－
二
〇
頁
。

（
1
8
）
　
吉
川
真
司
「
律
令
太
政
官
制
と
合
議
制
」
（
『
律
令
宮
盛
制
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
。

（
1
9
）
　
森
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悌
前
掲
論
文
。

（
2
0
）
　
吉
村
武
彦
「
古
代
の
王
位
継
承
と
群
臣
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
九
六
号
、
一
九
八
九
年
）
。

（
2
1
）
　
吉
川
真
司
前
掲
論
文
六
〇
頁
。

（
2
2
）
　
飯
田
瑞
穂
「
太
政
官
奏
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
八
↓
号
、
一
九
八
○
年
）
。

（
2
3
）
　
虎
尾
達
哉
前
掲
論
文
＝
一
三
頁
。

（
2
4
）
渡
辺
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座
』
（
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
2
5
）
　
謝
玄
魯
「
宰
相
決
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会
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」
（
『
唐
代
中
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政
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所
収
、
文
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一
九
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二
年
）
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